
 

役 員 報 酬 規 程  

 

制定 平成２３年１１月 １日 

 

 

（目 的） 

第１条 公益社団法人全国食肉学校（以下「学校」という。）定款に定める常勤役員の報酬に関する事項は、

この規程の定めるところによる。 

（本 俸） 

第 2 条 常勤役員（以下役員とする。）の本俸は年俸制とし、その額は、総会において別に定める。ただし、

支給に当たっては、年俸を 12 で除した額を毎月支給する。 

（報酬の支給日） 

第 3 条 役員の報酬は、その月の 21 日（その日が休日（就業規程に規定する休日をいう。以下同じ。）に当

たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日）に、その月の月額を支払う。 

２ 理事長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項の報酬を、その支給日を繰り上げて支給

することがある。この場合において、支給する報酬の支給日は理事長が定める。 

（通勤手当等） 

第 4 条 通勤手当、昼食手当、その他手当については、給与規程に準じて支給する。 

（報酬の計算） 

第５条 新たに役員に就任したときは、その日から報酬を支給し、役員が退任したときは、その日まで報酬

を支給する。 

２ 役員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 

３ 第１項の規定により報酬を支給する場合であって、月の全日数について支給するとき以外のときは、そ

の報酬額はその現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（非常勤役員報酬） 

第６条 非常勤役員は、無報酬給とする。 

 

（その他） 

第 7 条 その他、常勤役員報酬に関して必要な事項は、理事会において別に定める。 

 

 

附    則 

（制定・改廃） 

１．この規程の制定・改廃は、総会の決議による。 

（施行月日） 

２．この規程は、公益社団法人としての定款が施行された日（平成２３年１１月 １日）から施行する。 

 

 


